
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長　殿

【提出日】 2025年11月21日提出

【発行者名】 Global X Japan株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　藤岡　智男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【事務連絡者氏名】 仁木　大介

連絡場所 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【電話番号】 03-3528-8555

【届出の対象とした募集内

国投資信託受益証券に係る

ファンドの名称】

グローバルＸ 防衛テック ETF

【届出の対象とした募集内

国投資信託受益証券の金

額】

(1) 当初設定

　　8億円を上限とします。

(2) 継続申込期間

　　5兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 名　称　株式会社東京証券取引所

所在地　東京都中央区日本橋兜町2番1号
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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年11月5日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項につき、商

標使用料にかかる記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。

 

 

Ⅱ．【訂正の内容】

 

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新・訂正後＞の記載事項

は原有価証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】

　

第１【ファンドの状況】

　

４【手数料等及び税金】

　

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息およ

び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の

負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標

（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれら

にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま

す。

＊提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.02％以内を乗じて得た額となります。

＊提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％（税抜 0.0075％）

・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場

した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、

0.00825％（税抜 0.0075％）

②　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益

金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受

益者の負担とし、当該益金から支弁します。

③　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる

消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁しま

す。

（※）売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、

事前に料率、上限額等を示すことができません。

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

 

＜訂正後＞

①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息およ

び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の

負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標

（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれら

にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま

す。

＊提出日現在、商標使用料は年間5,000米ドルとなります。ただし、信託財産中から支弁する商

標使用料はありません。

＊提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％（税抜 0.0075％）

・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場

した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、

0.00825％（税抜 0.0075％）

②　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益

金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受

益者の負担とし、当該益金から支弁します。

③　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる

消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁しま

す。
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（※）売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、

事前に料率、上限額等を示すことができません。

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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